
市政レーダー
投
票
日　

平
成
20
年
４
月
20
日（
日
）

投
票
時
間　

７
時
〜
20
時

投
票
で
き
る
方　

日
本
国
民
で
20
歳
以
上

か
つ
、
平
成
20
年
１
月
12
日
ま
で
に
篠
山

市
内
に
転
入
さ
れ
、
引
き
続
き
３
カ
月
以

上
住
所
を
有
し
て
い
る
方

※ 

平
成
20
年
１
月
13
日
以
降
に
市
内
へ
転

入
さ
れ
た
方
は
、
今
回
の
篠
山
市
議
会

議
員
選
挙
で
は
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

投
票
場
所　

市
内
53
カ
所（
住
所
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
す
。
投
票
所
入
場
券
に
記
載

さ
れ
た
投
票
所
）

投
票
所
入
場
券　

世
帯
ご
と
に
封
筒
に
入

れ
て
郵
送
し
ま
す
。
告
示
日
以
降
に
送
付

し
ま
す
の
で
、
お
届
け
ま
で
数
日
か
か
る

場
合
が
あ
り
ま
す（
期
日
前
投
票
は
告
示

日
翌
日
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
入
場
券
が
届

い
て
い
な
い
場
合
、
入
場
券
な
し
で
も
投

票
で
き
ま
す
）

投
票
の
種
類

　

投
票
は「
投
票
日
に
投
票
所
で
す
る
」の

が
原
則
で
す
が
、
よ
り
多
く
の
皆
さ
ん
の

１
票
を
生
か
す
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
状

況
を
考
慮
し
た
仕
組
み
が
あ
り
ま
す
。

期
日
前
投
票
制
度

　

投
票
日
に
仕
事
や
冠
婚
葬
祭
・
レ

ジ
ャ
ー
な
ど
の
予
定
が
あ
り
、
投
票
所
へ

行
け
な
い
方
の
た
め
の
制
度
で
す
。
投
票

日
前
の
一
定
期
間
に
期
日
前
投
票
所
へ
行

き
、
投
票
箱
に
投
票
用
紙
を
直
接
入
れ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

期　

間　

４
月
14
日（
月
）〜
19
日（
土
）

場
所
・
時
間　

市
役
所
本
庁
１
階
・
市
民

ホ
ー
ル
＝
８
時
30
分
〜
20
時
／
市
役
所
各

支
所
＝
８
時
30
分
〜
17
時

方　

法　

右
記
の
場
所
で
、
宣
誓
書
に
当

日
投
票
所
へ
行
け
な
い
事
由
な
ど
を
記
入

の
上
、
投
票
し
て
く
だ
さ
い（
投
票
所
入

場
券
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
）

不
在
者
投
票
制
度

　

次
の
事
情
で
、
投
票
日
や
期
日
前
投
票

に
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
方
の
た
め
の
制

度
で
す
。
以
下
に
い
ろ
い
ろ
な
場
合
の
不

在
者
投
票
を
紹
介
し
ま
す
が
、
い
ず
れ
も

上
記
の
投
票
で
き
る
方
が
対
象
で
す
。

仕
事
や
旅
行
な
ど
で
選
挙
期
間
中
、
篠
山

市
以
外
の
市
区
町
村
に
滞
在
す
る
場
合
↓

篠
山
市
以
外
の
市
区
町
村
で
不
在
者
投
票

① 

篠
山
市
選
挙
管
理
委
員
会
に
投
票
用
紙

な
ど
を
請
求
し
ま
す

② 

請
求
に
基
づ
き
、
滞
在
先（
請
求
書
に

記
載
の
住
所
）に
投
票
用
紙
な
ど
が
書

留
郵
便
で
届
き
ま
す

③ 

届
い
た
投
票
用
紙
を
も
ち
い
、
滞
在
先

の
選
挙
管
理
委
員
会
で
投
票
し
ま
す

④ 

投
票
さ
れ
た
用
紙
は
、
滞
在
先
の
選
挙

管
理
委
員
会
か
ら
篠
山
市
へ
送
付
さ
れ

ま
す

指
定
病
院
・
施
設
な
ど
に
入
院
や
入
所
し

て
い
る
場
合
↓
指
定
病
院
や
施
設
な
ど
で

投
票

① 

病
院
長
や
施
設
長
な
ど
を
通
じ
て
、
本

人
の
意
思
で
投
票
用
紙
な
ど
を
請
求
し

ま
す

② 

請
求
に
基
づ
き
、
指
定
病
院
・
施
設
な

ど
に
投
票
用
紙
な
ど
が
届
き
ま
す

③ 

病
院
・
施
設
な
ど
で
決
め
ら
れ
た
日
時

に
同
施
設
内
で
投
票
し
ま
す

④ 

投
票
さ
れ
た
用
紙
は
、
病
院
・
施
設
な

ど
か
ら
選
挙
管
理
委
員
会
へ
送
付
さ
れ

ま
す

郵
便
等
投
票
証
明
書
を
お
持
ち
の
場
合

（
証
明
書
は
事
前
に
交
付
申
請
が
必
要
）↓

自
宅
で
投
票

※ 

身
体
障
害
者
手
帳
か
戦
傷
病
者
手
帳
を

持
ち
、
障
害
の
程
度
が
一
定
以
上
の
方

は
、
選
挙
管
理
委
員
会
に
事
前
に
申
請

す
る
こ
と
で
、
資
格
確
認
の
上
、
郵
便

等
投
票
証
明
書
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

① 

請
求
書
に
郵
便
投
票
等
証
明
書
を
添
付

し
、
選
挙
管
理
委
員
会
に
投
票
用
紙
な

ど
を
請
求
し
ま
す

② 

請
求
に
基
づ
き
、
自
宅（
請
求
書
に
記

載
の
住
所
）に
投
票
用
紙
な
ど
が
書
留

郵
便
で
届
き
ま
す

③ 

自
宅
で
投
票
用
紙
に
記
入
し
、
封
筒
に

入
れ
選
挙
管
理
委
員
会
へ
送
付
し
ま
す

投
票
所
の
変
更

第
７
区（
般
若
寺
、
和
田
）＝（
変
更
前
）般

若
寺
公
民
館
↓（
変
更
後
）和
田
公
民
館

第
43
区（
北
、
ひ
ま
わ
り
、
野
中
、
リ
バ
ー

サ
イ
ド
野
中
、
谷
山
、
小
枕
）＝（
変
更
前
）

城
南
小
学
校
↓（
変
更
後
）コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
城
南
会
館

寄
附
の
禁
止

篠
山
市
明
る
い
選
挙
推
進
協
議
会
か
ら
の

お
知
ら
せ

　

政
治
家（
候
補
者
に
な
ろ
う
と
す
る
方
）

が
選
挙
区
内
の
方
に
、
お
金
や
物
を
贈
る

こ
と
は
公
職
選
挙
法
で
禁
じ
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
法
律
に
違
反
す
る
と
、
処
罰
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、
有
権
者
が
寄
附
を
求
め

る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

公
正
な
選
挙
の
実
現
を
目
指
し
、

○
政
治
家
は
有
権
者
に
寄
附
を
贈
ら
な
い

○
有
権
者
は
政
治
家
に
寄
附
を
求
め
な
い

○ 

政
治
家
か
ら
有
権
者
へ
の
寄
附
は
受
け

取
ら
な
い

の
３
つ
の
寄
附
禁
止
ル
ー
ル
を
守
り
、
明

る
い
選
挙
を
実
現
し
ま
し
ょ
う
。

平
成
20
年
度
の
保
育
料
が
決
ま
り
ま
し
た

保
育 

問
い
合
わ
せ　

こ
ど
も
未
来
課（
☎
５
５
２
‐
１
１
１
５
）

４
月
20
日
は
市
議
会
議
員
選
挙
の
投
票
日
で
す

篠
山
市
議
会
議
員
選
挙 

問
い
合
わ
せ　

選
挙
管
理
委
員
会（
☎
５
５
２
‐
５
１
１
１
）

１ 　世帯の階層区分の認定は、児童と同一世帯で
生計を一にしている父母および父母以外の扶養
義務者（家計の主宰者である場合に限る）の課税
額の合計額で行います。

２ 　第2階層から第13階層までの世帯で、①同一
世帯から2人以上の児童が保育所や幼稚園（認
定こども園を含む）に入所・入園、②就学前児
童で特別支援学校幼稚部や知的障害児通園施
設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園
部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所、③
就学前児童で児童デイサービスを利用　してい
る場合、①から③のいずれかに該当する児童の
うち最も年齢の高い児童（年齢が同じ児童が2
人以上の場合は、そのうちの1人）以外の徴収金
は、次のとおりです。

　○ 2番目に年齢の高い児童（年齢が同じ児童が2
人以上の場合は、そのうちの1人）は、上記表
に定める額の2分の1

　○ その他の児童は、この表に定める額の10分
の1

　※ 上記の金額に10円未満の端数が生じた場合
は、この端数を切り捨てます。

３ 　児童が次の世帯に属する場合で、右表の階層
に認定された場合は、上記表の規定にかかわら
ず、それぞれ右表の徴収金基準額となります。

　（1） 母子世帯など　母子および寡婦福祉法に規

■保育所徴収金（保育料）基準額表　（平成20年4月1日適用）

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 徴収金基準額（月額：円）

階層区分 定　　　　　　　　　　　義 3歳児未満 3歳児 4歳児以上

第 1階層 生活保護法による被保護世帯 0 0 0

第 2階層 第1階層および第
4階層から第13階
層を除く前年度分
市町村民税の額の
区分が、次に該当
する世帯

市町村民税非課税世帯 8,100 5,400 5,400

第 3 階層 市町村民税課税世帯 17,500 14,800 14,800

第 4 階層

第1階層を除く前
年分の所得税課税
世帯で、その所得
税額の区分が次に
該当する世帯

14,000円未満 24,300 21,800 21,800

第 5 階層  14,000円以上 27,000円未満 27,000 24,300 24,300

第 6 階層  27,000円以上 40,000円未満 30,000 27,000 27,000

第 7 階層  40,000円以上 61,000円未満 36,000 29,000 27,000

第 8 階層  61,000円以上 82,000円未満 40,000 32,700 28,500

第 9 階層  82,000円以上103,000円未満 44,500 36,300 30,120

第10階層 103,000円以上207,000円未満 49,500 36,300 30,120

第11階層 207,000円以上310,000円未満 54,900 36,300 30,120

第12階層 310,000円以上413,000円未満 61,000 36,300 30,120

第13階層 413,000円以上 72,000 36,300 30,120

※ 所得税の額を計算する場合には、税額控除（配当控除、外国税額控除、住宅借入金（取得）等特別控除等）
は適用しません。

定する配偶者のない女子で、児童を扶養し
ている世帯およびこれに準ずる父子家庭の
世帯

　（2） 在宅障害児（者）のいる世帯　次の児童（者）
がいる世帯

　　ア 　身体障害者福祉法第15条に定める身体
障害者手帳の交付を受けた方

　　イ 　療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交
付を受けた方

　　ウ 　精神保健および精神障害者福祉に関する
法律第45条に定める精神障害者保健福祉
手帳の交付を受けた方

　　エ 　特別児童扶養手当等の支給に関する法律
に定める特別児童扶養手当の支給対象児、
国民年金法に定める国民年金の障害基礎年
金などの受給者

　（3） その他の世帯　保護者の申請に基づき、生
活保護法に定める要保護者など、特に困窮
していると市長が認めた世帯

階層区分
徴収金基準額表（月額：円）

３歳児未満 ３歳児以上

第２階層 0 0

第３階層 11,100 9,300
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光 11チャンネル光 111111チャンネルチャンネル

CATV自主制作番組
4月の放送日と内容

文字放送：9:50、13:50、20:50からそれぞれ10分間
映像放送：10:00、14:00、21:00からそれぞれ30分間

放送日＝ 2008年2月3日に行われた第19回本大会の受賞
作品を4回に分けて放送します。

内　容＝ Part1　1日（火）～7日（月）
　　　　　 「といとい」「古布絵アップリケ」「被災犬は今」

「えらいマニアに嫁いでしまった」
　　　　Part2　8日（火）～14日（月）
　　　　　 「簪

かんざし

」「産地のうた」「匠の技を求めて」「養蜂記」
　　　　Part3　15日（火）～22日（火）
　　　　　 「私が見つけた丹波篠山」「吾

う

家
ち

の門
かど

」「ふるさと
の野鳥と共に」「私という作品」

　　　　Part4　23日（水）～30日（水）
　　　　　 「ちょっと待って！！」「おいしい？」「お母さんあり

がとう」「hurtからheartへ」「山里の祈願」「朝のデ
ザート」「城北きっず」「篠山小学校の秘密の部屋」

●第19回「丹波篠山ビデオ大賞」受賞作品公開

篠山市発…

「教育実践活性化事業」を
行っています

　篠山市教育委員会では平成18年度から、
「教育実践活性化事業」を創設し、教職員や
教職員グループの皆さんが旺盛な「起業家精
神」をもって、新たな指導方法を企画・立案・
実践する活動を支援しています。平成19年
度は、城北小学校、城南小学校、丹南中学校
の教職員グループの皆さんにより研究が進
められ、3月7日にはその活動を讃

たた

えて、「教
育実践功績賞」を贈りました。今後もこれら
の研究成果は、各学校の教育現場で生かさ
れていきます。
■問い合わせ　学校教育課☎552-5714

「丹波篠山インターネットTV　」放送中!!　
http://edu.city.sasayama.hyogo.jp/video/index.html

人 

権

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
携
帯
電
話
で

の
メ
ー
ル
に
よ
る
誹ひ

謗ぼ
う

中
傷
や
迷
惑

メ
ー
ル
が
増
え
て
い
ま
す
。
便
利
な

機
能
を
犯
罪
の
道
具
と
し
て
使
い
、

本
人
の
意
思
と
は
関
係
な
く「
闇
サ

イ
ト
」や「
有
料
サ
イ
ト
」へ
誘
導
し

て
い
く
の
で
す
。
特
に
気
を
付
け
た

い
の
は
、「
自
殺
サ
イ
ト
」と
い
わ
れ

る
人
の
生
死
ま
で
を
左
右
す
る
サ
イ

ト
が
あ
る
こ
と
で
す
。

　

あ
な
た
に
も「
Ｒ
Ｈ
マ
イ
ナ
ス
の

血
液
が
不
足
し
て
い
ま
す
」と
い
う

メ
ー
ル
が
届
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。
こ
れ
は
チ
ェ
ー
ン
メ
ー
ル
と

い
わ
れ
、
昔
の「
不
幸
の
手
紙
」と
同

じ
性
質
を
も
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
メ
ー
ル
は
不
特
定
多
数
に
無
責

任
、
か
つ
営
利
目
的
な
ど
で
送
ら
れ

る
場
合
も
あ
り
注
意
が
必
要
で
す
。

　

し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や

メ
ー
ル
は
悪
い
と
こ
ろ
ば
か
り
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
新
幹
線
や
ホ
テ
ル
の

予
約
、
世
界
に
広
が
る
情
報
を
手
軽

に
そ
し
て
、
居
な
が
ら
に
し
て
収
集

で
き
る
便
利
な
機
能
を
も
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て

も
、
情
報
の
収
集
や
発
信
を
学
べ
る

貴
重
な
教
材
に
な
り
ま
す
。
チ
ェ
ー

ン
メ
ー
ル
の
よ
う
な
メ
ー
ル
に
影
響

さ
れ
な
い
こ
と
、
常
に
相
手
を
意
識

し
マ
ナ
ー
を
守
っ
て
活
用
す
る
こ
と

を
教
え
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
犯
罪
や
人
権
問
題
が
潜
ん
で
い

ま
す
。
み
ん
な
が
マ
ナ
ー
を
守
り
、

安
全
に
楽
し
く
利
用
し
た
い
で
す
ね
。

問
い
合
わ
せ　

人
権
セ
ン
タ
ー

☎
５
９
０
‐
８
４
１
０

　

３
月
号
で
講
演
の
主
催
が
篠
山
市

と
誤
解
を
招
く
表
現
が
あ
り
ま
し

た
。
実
際
は
篠
山
市
人
権
・
同
和
教

育
研
究
協
議
会
の
主
催
で
し
た
。
訂

正
し
、
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
犯
罪
と
効
用

コ
ミ
バ
ス
の
運
行
と
バ
ス
乗
車
券
の
助
成
制
度
が
変
わ
り
ま
す

公
共
交
通 

問
い
合
わ
せ　

企　

画　

課（
☎
５
５
２
‐
５
１
０
６
）

市
の
施
設
使
用
料
な
ど
の
収
入
事
務
を
委
託
し
ま
す

収
入
事
務
の
委
託 

問
い
合
わ
せ　

財　

政　

課（
☎
５
５
２
‐
５
１
１
４
）

市政レーダー

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
運
行

　

公
共
施
設
や
路
線
バ
ス
の
バ
ス
停
、
各

鉄
道
駅
に
行
く
た
め
に
運
行
し
て
い
る

「
コ
ミ
バ
ス　

ハ
ー
ト
ラ
ン
」。
こ
れ
ま
で

の
利
用
状
況
や
利
用
者
の
意
向
を
踏
ま

え
、
４
月
か
ら
運
行
内
容
を
変
更
し
ま
す

（
挟
み
込
み
の
路
線
図
・
時
刻
表
参
照
）。

運
行
内
容
の
主
な
変
更
点

○ 

特
定
の
区
間
で
、
ど
こ
で
も
乗
り
降
り

が
自
由（
フ
リ
ー
乗
降
）

○ 

Ｅ
ル
ー
ト（
大
芋
方
面
）で
、
従
来
便
と

市
街
地
直
行
便
を
そ
れ
ぞ
れ
１
日
運
行

○ 

Ｄ
ル
ー
ト（
大
山
方
面
）で
、
北
野
口
バ

ス
停
を
新
設
し
、
ダ
イ
ヤ
を
変
更

　

な
お
、
今
後
も
利
用
状
況
な
ど
を
み
な

が
ら
変
更
を
行
っ
て
い
く
予
定
で
す
。

路
線
バ
ス
等
乗
車
券
購
入
助
成
制
度

　

４
月
か
ら
助
成
の
対
象
が
世
帯
か
ら
個

人
と
な
り
、
年
間
１
回
限
り
の
助
成
に
変

わ
り
ま
す
。

対　

象　

市
内
在
住
の
方

内　

容　

神
姫
バ
ス
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券

や
京
阪
京
都
交
通
・
日
本
交
通
回
数
券
の

購
入
時
に
２
，
０
０
０
円（
子
ど
も
や
身

障
者
手
帳
な
ど
を
も
つ
方
は
１
，
０
０
０

円
）の
助
成　

※
年
間
１
回
限
り
。

申
請
期
間　

４
月
１
日（
火
）〜
平
成
21
年

３
月
31
日（
火
）

申
請
場
所　

市
役
所
市
民
生
活
部
企
画
総

務
課
、
各
支
所　

※
印
鑑
が
必
要
。

購
入
場
所　

神
姫
バ
ス
＝
篠
山
営
業
所

（
糯
ヶ
坪
）、
市
役
所
市
民
生
活
部
企
画
総

務
課
ま
た
は
各
支
所　

日
本
交
通
＝
篠
山

営
業
所（
立
町
）、
市
役
所
城
東
支
所（
曽

地
奥
線
の
み
）　

京
阪
京
都
交
通
＝
市
役

所
城
東
・
多
紀
支
所

　

行
政
相
談
委
員
は
、
皆
さ
ん
の
相
談
相

手
と
し
て
、国
の
仕
事（
年
金
、医
療
保
険
、

老
人
保
健
・
福
祉
、
交
通
、
雇
用
・
労
災

保
険
、
登
記
事
務
、
道
路
、
生
活
衛
生
、

郵
便
・
貯
金
・
簡
易
保
険
、
消
費
者
保
護

な
ど
）に
関
す
る
苦
情
な
ど
の
相
談
を
受

け
、
助
言
や
関
係
行
政
機
関
へ
の
通
知
な

ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
国
の
仕
事
な

ど
へ
の
苦
情
や
要
望
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

相
談
は
口
頭
、
電
話
、
手
紙
の
い
ず
れ
の

方
法
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
相
談
は
無
料
で

秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

と
き
・
と
こ
ろ　

毎
月
第
１
木
曜
日
13

時
30
分
〜
16
時
＝
西
紀
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー
・
今
田
公
民
館
／
第
２
・
４
木
曜
日

９
時
〜
11
時
30
分
＝
丹
南
健
康
福
祉
セ
ン

タ
ー
／
第
２
・
４
金
曜
日
９
時
〜
11
時
30

分
＝
篠
山
市
民
セ
ン
タ
ー
／
第
３
金
曜
日

13
時
30
分
〜
16
時
＝
城
東
公
民
館
・
ハ
ー

ト
ピ
ア
セ
ン
タ
ー　

※
祝
日
を
除
く
。
毎

月
市
広
報
の「
相
談
行
事
」に
掲
載
。

行
政
相
談
委
員　
　
　
　
　
　
（
敬
称
略
）

清し

水み
ず

充み
つ
る（

今
田
町
下
小
野
原
58
）☎
５
９
７

‐
２
０
８
７
／
伊い

勢せ

千ち

鶴づ

代よ

（
大
山
宮

３
２
３
）☎
５
９
６
‐
０
８
６
５
／
井い

貝か
い

濶ひ
ろ

昭あ
き（

口
阪
本
12
）☎
５
９
３
‐
０
２
２
４

／
井い

口ぐ
ち

成ま
さ

子こ

（
小
原
１
６
８
）☎
５
５
８
‐

０
４
１
５

　

平
成
20
年
度
の
市
の
施
設
使
用
料
な
ど

の
収
入
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
ま
す
。

※ 

施
設
、
委
託
先
、（　

）内
４
月
以
降
の

担
当
部
署
の
順
に
表
示
。

三
の
丸
西
駐
車
場
・
大
手
前
南
駐
車
場
・

裁
判
所
北
駐
車
場
・
大
手
前
北
駐
車
場
・

交
響
ホ
ー
ル
西
駐
車
場
・
河
原
町
駐
車
場
・

立
町
駐
車
場
・
歴
史
美
術
館
前
駐
車
場

＝（
株
）ま
ち
づ
く
り
篠
山（
管
財
契
約
課
）

休
日
診
療
所
＝（
社
）篠
山
市
医
師
会（
健
康
課
）

ハ
ー
ト
ピ
ア
セ
ン
タ
ー
＝（
有
）グ
リ
ー
ン
フ
ァ
ー

ム
さ
さ
や
ま
／
地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー
黒
豆
の
館

＝
黒
豆
の
館
と
っ
ぱ
ち
協
会（
農
林
政
策
課
）

丹
波
伝
統
工
芸
公
園
立
杭
陶
の
郷
＝
丹
波

立
杭
陶
磁
器
協
同
組
合
／
篠
山
市
民
セ
ン

タ
ー
＝（
株
）ま
ち
づ
く
り
篠
山（
丹
波
篠

山
黒
ま
め
課
）

地
域
産
業
研
修
セ
ン
タ
ー
＝
口
阪
本
自
治

会（
企
業
振
興
課
）

歴
史
美
術
館
・
武
家
屋
敷
安
間
家
史
料
館
・

篠
山
城
大
書
院
・
青
山
歴
史
村
＝（
株
）プ

ロ
ビ
ス
さ
さ
や
ま
／
西
紀
運
動
公
園
温
水

プ
ー
ル
・
西
紀
運
動
公
園
芝
グ
ラ
ウ
ン
ド

＝（
株
）橋
本
電
設（
社
会
教
育
・
文
化
財
課
）

城
東
公
民
館
・
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
体
育

館
・
城
東
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
城
東
多
目
的
広
場
・

四
季
の
森
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
・
川
代
体
育

館
・
四
季
の
森
運
動
公
園
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
丹

南
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
・
今
田
公
民
館
・
今
田
体

育
館
・
今
田
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
今
田
テ
ニ
ス
コ
ー

ト
・
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー
・
学
校
関
係
施
設

＝（
社
）篠
山
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー（
四

季
の
森
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
・
丹
南
公
民
館
）

お
気
軽
に
ご
相
談
を

行
政
相
談 

問
い
合
わ
せ　

市　

民　

課（
☎
５
５
２
‐
５
２
４
２
）
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市政レーダー

新
し
い
市
役
所
の
体
制

ふるさと
いちばん

市長の ・とーくH
ほっと

OT

篠山市ホームページでもいろいろなまちの話題をお届けしています。

丹波篠山童謡・唱歌まつり（3月9日）
　第2回「丹波篠山童謡・唱歌まつり」がたんば田園
交響ホールで行われました。市内の唱歌グループや
合唱サークルなど24団体が出場。総勢約800人のメ
ンバーや市民の皆さんが会場を埋め尽くし、昔なが
らの童謡や唱歌101曲を熱唱しました。

ホッたんば篠山ステーション（3月8日・9日）
　いいとこみ～っけ「ホッたんば篠山ステーション」
が、JR篠山口駅で行われました。これは、関西学院
大学の学生と商工会、市民の皆さんが共同で開催し
た駅活性化のイベントで、カフェやフリーマーケッ
トには、多くの駅の利用客らが訪れていました。

丹波地区「Q
　キューキュー
Q体操キャラバン」（3月5日）

　ラジオ関西主催の丹波地区「QQ体操キャラバン」
が城南保育園で行われました。QQ体操は子どもた
ちの防災意識を育

はぐく

むため、防災に役立つ救命救急の
動きを取り入れた独自の体操。園児たちは、訪れた
キャラバン隊の皆さんと一緒に元気に踊りました。

まちの話題

　

こ
の
４
月
か
ら
市
役
所
の
体
制
を

一
新
し
ま
す
。
51
歳
の
部
長
の
誕
生

を
は
じ
め
、
市
長
部
局
の
部
長
の
年

齢
が
４
歳
ほ
ど
若
く
な
り
ま
す
し
、

女
性
初
の
次
長
な
ど
課
長
級
以
上
に

５
人
の
女
性
管
理
職
が
誕
生
し
ま
す
。

　

部
の
統
合
や
新
た
な
部
署
も
つ

く
り
ま
し
た
。
政
策
部
に
は
、
財

政
再
建
を
担
う
行
政
経
営
課
や
築
城

４
０
０
年
祭
推
進
課
、
篠
山
へ
帰
ろ

う
住
も
う
係
。
市
民
生
活
部
に
は
、

自
治
会
や
国
際
交
流
を
担
う
市
民
協

働
課
、
環
境
先
進
の
取
り
組
み
を
進

め
る
環
境
政
策
係
、
ま
ち
づ
く
り
部

に
は
農
村
や
道
路
、
河
川
を
整
備
す

る
地
域
整
備
課
、
そ
し
て
、
丹
波
篠

山
黒
ま
め
課
に
特
産
、
観
光
・
商
工

を
集
約
・
一
体
化
し
、
パ
ワ
ー
ア
ッ

プ
を
図
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
従
来
の
縦
割
り
体
制
を

排
し
、
大
切
な
課
題
は
庁
内
に
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
つ
く
っ
て
検
討

し
て
い
き
ま
す
。
現
在
予
定
し
て
い

ま
す
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、「
総
合
窓

口
」「
土
地
処
分
・
活
用
」「
入
札
制
度

見
直
し
」「
環
境
基
本
計
画
」「
地
域
医

療
」「
幼
保
一
体
化
」「
ア
グ
リ
プ
ラ

ン
」「
観
光
ま
ち
づ
く
り
」「
ア
グ
リ
産

業
ク
ラ
ス
タ
ー
」「
丹
波
篠
山
の
家
」

な
ど
。

　

新
し
い
体
制
に
な
る
と
、
初
め
の

う
ち
は
ご
迷
惑
を
お
掛
け
す
る
こ
と

も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
市
民
の

皆
さ
ん
か
ら
信
頼
さ
れ
る
市
役
所
づ

く
り
の
第
一
歩
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

秘
書
広
報
課

　

☎
５
５
２
‐
５
１
０
９

　

医
療
制
度
が
改
正
さ
れ
平
成
20
年
４
月

か
ら
、
70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
方（
現
役

並
み
の
所
得
が
あ
る
方
を
除
く
）の
医
療

費
自
己
負
担
額
が
２
割
に
引
き
上
げ
ら
れ

る
予
定
で
し
た
が
、
こ
の
自
己
負
担
額
が

平
成
21
年
３
月
ま
で
１
割
に
据
え
置
か
れ

ま
す
。
こ
の
た
め
３
月
下
旬
に
新
し
い
高

齢
受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す
。

※ 

た
だ
し
、
既
に
３
割
負
担
の
方
や
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象
と
な
る
一

定
の
障
害
認
定
を
受
け
た
方
は
、
こ
の

措
置
の
影
響
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
己
負

担
の
割
合
は
、
毎
年
８
月
に
前
年
の
所

得
な
ど
を
基
準
に
判
定
さ
れ
ま
す
。
現

在
、自
己
負
担
の
割
合
が
１
割
の
方
も
、

平
成
20
年
８
月
の
判
定
で
３
割
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

65
歳
以
上
の
退
職
者
医
療
制
度
の
被
保
険

者
の
方
へ

　

平
成
20
年
４
月
か
ら
退
職
者
医
療
制
度

の
対
象
が
65
歳
未
満
に
な
り
ま
す
。
現
在

お
持
ち
の
保
険
証
の
有
効
期
限
は
、
平
成

20
年
３
月
31
日
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

３
月
下
旬
に
新
し
く
一
般
被
保
険
者
証
を

郵
送
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
制
度

　

皆
さ
ん
が
病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
安

心
し
て
お
医
者
さ
ん
に
か
か
れ
る
よ
う
に
、

普
段
か
ら
保
険
税
を
出
し
合
い
、
お
互
い

に
助
け
合
っ
て
い
く
制
度
で
す
。
職
場
の

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
や
生
活
保

護
を
受
け
て
い
る
方
を
除
い
て
、
す
べ
て

の
方
が
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
。
職
場
を

退
職
し
た
と
き
や
被
扶
養
者
の
認
定
を
抹

消
さ
れ
た
と
き
は
、
必
ず
国
民
健
康
保
険

に
加
入
の
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

届
け
出
が
遅
れ
る
と
被
保
険
者
に
な
っ

た
時
点
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
保
険
税
を
納

め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。ま
た
、

保
険
証
が
な
い
た
め
、
そ
の
間
の
医
療
費

は
い
っ
た
ん
、
全
額
自
己
負
担
に
な
り
ま

す
。

　

母
子
家
庭
の
自
立
を
進
め
る
た
め
、
平

成
14
年
に
法
律
改
正
さ
れ
、
児
童
扶
養
手

当
の
支
給
額
な
ど
が
見
直
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
た
め
平
成
20
年
４
月
か
ら
、
手
当
の

受
給
期
間
が
５
年
を
超
え
た
方
や
、
離
婚

な
ど
で
手
当
の
支
給
要
件
に
該
当
し
て
か

ら
７
年
を
経
過
し
た
方
は
、
手
当
の
２
分

の
１
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

※ 

３
歳
未
満
の
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る

方
は
、
子
ど
も
が
３
歳
に
な
っ
た
翌
月

か
ら
５
年
を
経
過
し
た
場
合
に
減
額
さ

れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、次
の
要
件
に
該
当
す
る
方
は
、

期
日
ま
で
に
届
け
出
や
関
係
書
類
を
提
出

す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
手
当
額
が

支
給
さ
れ
ま
す
。
該
当
さ
れ
る
方
に
は
、

事
前
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
。

○
就
業
し
て
い
る
方

○
就
職
活
動
し
て
い
る
方

○ 

障
害
や
病
気
・
ケ
ガ
の
た
め
就
業
が
困

難
な
方

○ 

子
ど
も
や
親
族
の
介
護
の
た
め
就
業
が

困
難
な
方

「
丹
波
篠
山
も
て
な
し
隊
」メ
ン
バ
ー
募
集

　

丹
波
篠
山
も
て
な
し
隊
と
は
、
①
観
光

大
使　

②
丹
波
篠
山
案
内
人　

③
も
て
な

し
隊
ス
タ
ッ
フ　

か
ら
構
成
さ
れ
ま
す
。

①
観
光
大
使　

丹
波
篠
山
築
城
４
０
０
年

祭
の
Ｐ
Ｒ
を
は
じ
め
、
篠
山
市
の
観
光
や

特
産
品
の
振
興
、
Ｐ
Ｒ
な
ど
行
い
ま
す

②
丹
波
篠
山
案
内
人　

観
光
客
を
受
け
入

れ
、
篠
山
の
歴
史
や
文
化
、
特
産
物
な
ど

を
説
明
し
施
設
を
案
内
し
ま
す（
下
記
の

養
成
講
座
を
受
講
）

③
も
て
な
し
隊（
実
行
委
員
）ス
タ
ッ
フ

観
光
の
Ｐ
Ｒ
や
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
・
運
営

の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
活
躍
し
ま
す

資　

格　

築
城
４
０
０
年
祭
事
業
を
は
じ

め
、
観
光
の
Ｐ
Ｒ
や
観
光
振
興
に
関
心
を

も
っ
て
取
り
組
め
る
方

任　

期　

な
し　

※
本
人
の
意
志
で
継
続

し
て
活
動
。

「
丹
波
篠
山
案
内
人
」養
成
講
座

　
「
丹
波
篠
山
案
内
人
」と
し
て
、
全
国
か

ら
の
来
訪
者
へ
篠
山
の
人
・
物
・
心
を
伝

70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
医
療
費
の
自
己
負
担
額
が
据
え
置
か
れ
ま
す

医
療
制
度 

問
い
合
わ
せ　

国
保
年
金
課（
☎
５
５
２
‐
７
１
０
３
）

児
童
扶
養
手
当
の
一
部
が
減
額
さ
れ
ま
す

児
童
扶
養
手
当 
問
い
合
わ
せ　

こ
ど
も
未
来
課（
☎
５
５
２
‐
１
１
１
５
）

え
る
た
め
の
養
成
講
座
を
行
い
ま
す
。

と　

き　

平
成
20
年
５
月
〜
平
成
21
年
３

月　

※
期
間
中
に
計
８
回
を
予
定
。

内　

容　

篠
山
城
や
城
下
町
の
歴
史
、
篠
山

の
特
産
物
な
ど
の
学
習　

※
現
地
学
習
あ
り
。

募
集
人
数　

約
30
人

申
込
期
限　

い
ず
れ
も
４
月
30
日（
水
）

申
込
先　

丹
波
篠
山
観
光
協
会（
〒
６
６
９

‐
２
３
３
２
・
篠
山
市
北
新
町
97
大
正
ロ

マ
ン
館
内
）☎
５
５
２
‐
３
３
８
０

「
丹
波
篠
山
も
て
な
し
隊
」募
集
と「
丹
波
篠
山
案
内
人
」養
成
講
座
開
催
！

丹
波
篠
山
築
城
４
０
０
年
祭
事
業 

問
い
合
わ
せ　

築
城
４
０
０
年
祭
準
備
室（
☎
５
５
２
‐
１
１
１
７
）
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